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奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

一

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
目
的
に
奄
美
群
島
の
自
立
的
発
展
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

二

奄
美
群
島
振
興
開
発
基
本
方
針

１

国
土
交
通
大
臣
、
総
務
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
奄
美
群
島
の
振
興
開
発
の
意
義
及
び
方
向
等
に
つ
い
て
定
め

る
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
本
方
針
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

２

奄
美
群
島
振
興
開
発
基
本
方
針
は
、
奄
美
群
島
が
我
が
国
の
自
然
環
境
の
保
全
、
海
洋
資
源
の
利
用
等
に
重
要
な
役

割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
奄
美
群
島
の
地
理
的
及
び
自
然
的
特
性
を
生
か
し
、
そ
の
魅
力
の
増
進
に
資
す

。（

）

る
よ
う
な
振
興
開
発
が
図
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
基
本
理
念
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と

第
二
条
第
三
項
関
係

３

奄
美
群
島
振
興
開
発
基
本
方
針
は
、
平
成
十
六
年
度
を
初
年
度
と
し
て
五
箇
年
を
目
途
と
し
て
達
成
さ
れ
る
よ
う
な

内
容
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
四
項
関
係
）

、

、

、

４

国
土
交
通
大
臣

総
務
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は

奄
美
群
島
振
興
開
発
基
本
方
針
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は

あ
ら
か
じ
め
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
審
議
会
の
議
を
経
る
と
と
も
に
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
五
項
関
係
）

三

奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画

１

鹿
児
島
県
は
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

（

）

も
の
と
す
る
こ
と

第
三
条
第
一
項
関
係

２

奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
は
、
奄
美
群
島
の
島
ご
と
の
地
理
的
及
び
自
然
的
特
性
、
人
口
及
び
産
業
の
集
積
の
状
況

。

（

）

そ
の
他
の
特
性
に
応
じ
た
振
興
開
発
が
図
ら
れ
る
よ
う
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と

第
三
条
第
三
項
関
係

３

奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
は
、
平
成
十
六
年
度
を
初
年
度
と
し
て
五
箇
年
を
目
途
と
し
て
達
成
さ
れ
る
よ
う
な
内
容

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
四
項
関
係
）

４

鹿
児
島
県
は
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
奄
美
群
島
内
の
市
町
村
に

対
し
、
当
該
市
町
村
に
係
る
奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
の
案
を
作
成
し
、
同
県
に
提
出
す
る
よ
う
求
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
求
め
を
受
け
た
市
町
村
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
そ
の
案
を

作
成
し
、
及
び
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
五
項
関
係
）

５

鹿
児
島
県
は
、
市
町
村
の
案
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
に
当
該
案
の
内
容
を
で
き
る
限



- 3 -

り
反
映
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
六
項
関
係
）

６

鹿
児
島
県
は
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土
交
通
大
臣
、
総
務
大

、

。（

）

臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
に
協
議
し

そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と

第
三
条
第
七
項
関
係

四

配
慮
規
定

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
医
療
の
充
実
、
農
林
水
産
業
の
振
興
、
地
域
間
交
流
の
促
進
及
び
人

材
の
育
成
に
つ
い
て
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
の
三
第
七
項
、
第
六
条
の
五
、
第
六
条
の
十
及
び
第
六
条
の
十
一
関
係
）

五

独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
の
設
立

１

独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
は
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
必
要
な
資
金
を
供
給
す

る
こ
と
等
に
よ
り
、
一
般
の
金
融
機
関
が
行
う
金
融
を
補
完
し
、
又
は
奨
励
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
関
係
）

２

基
金
の
資
本
金
、
役
員
の
人
数
、
職
務
及
び
権
限
並
び
に
任
期
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
関
係
）
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３

基
金
は
、
１
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
関
係
）

ア

奄
美
群
島
に
お
い
て
奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
に
基
づ
く
事
業
を
行
う
者
又
は
奄
美
群
島
に
住
所
若
し
く
は
居
所

を
有
す
る
者
が
金
融
機
関
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
の
保
証
を
行
う
こ
と
。

イ

奄
美
群
島
に
お
い
て
奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
に
基
づ
く
事
業
を
行
う
事
業
者
に
対
す
る
事
業
資
金
の
貸
付
け
を

行
う
こ
と
。

ウ

ア
及
び
イ
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

４

基
金
の
業
務
の
委
託
、
利
益
及
び
損
失
の
処
理
に
つ
い
て
の
特
例
、
長
期
借
入
金
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
発

行
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
関
係
）

六

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
有
効
期
限
の
延
長

す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
項
関
係
）

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
有
効
期
限
を
五
年
間
延
長

七

そ
の
他

基
金
は
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
財
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
奄
美
群
島

に
お
け
る
産
業
の
振
興
開
発
の
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
う
事
業
者
に
対
す
る
当
該
事
業
に
必
要
な
資
金
の
出
資
の
業
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務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
二
項
関
係
）

第
二

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

一

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
目
的
に
小
笠
原
諸
島
の
自
立
的
発
展
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

二

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
基
本
方
針

１

国
土
交
通
大
臣
は
、
小
笠
原
諸
島
の
振
興
開
発
の
意
義
及
び
方
向
等
に
つ
い
て
定
め
る
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
基
本

方
針
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

２

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
基
本
方
針
は
、
小
笠
原
諸
島
が
我
が
国
の
領
域
、
排
他
的
経
済
水
域
等
の
保
全
、
海
洋
資
源

の
利
用
、
自
然
環
境
の
保
全
等
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
小
笠
原
諸
島
の
地
理
的
及
び
自
然

的
特
性
を
生
か
し
、
そ
の
魅
力
の
増
進
に
資
す
る
よ
う
な
振
興
開
発
が
図
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
基
本
理
念
と
し
て
定
め

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
三
項
関
係
）

３

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
基
本
方
針
は
、
平
成
十
六
年
度
を
初
年
度
と
し
て
五
箇
年
を
目
途
と
し
て
達
成
さ
れ
る
よ
う

な
内
容
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
四
項
関
係
）

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
基
本
方
針
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
小
笠
原
諸
島
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、

。

振
興
開
発
審
議
会
の
審
議
を
経
る
と
と
も
に

関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と

（
第
三
条
第
五
項
関
係
）

三

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
計
画

１

東
京
都
は
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
一
項
関
係
）

２

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
計
画
は
、
平
成
十
六
年
度
を
初
年
度
と
し
て
五
箇
年
を
目
途
と
し
て
達
成
さ
れ
る
よ
う
な
内

容
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
三
項
関
係
）

３

東
京
都
は
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
小
笠
原
村
に
対
し
、
小
笠

原
諸
島
振
興
開
発
計
画
の
案
を
作
成
し
、
東
京
都
に
提
出
す
る
よ
う
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
四
項
関
係
）

４

東
京
都
は
、
小
笠
原
村
の
案
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
計
画
に
当
該
案
の
内
容
を
で
き
る

。

（

）

限
り
反
映
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と

第
四
条
第
五
項
関
係

、

、

、

、

５

東
京
都
は

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は

あ
ら
か
じ
め

国
土
交
通
大
臣
に
協
議
し
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そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
同
意
を
し
よ
う

、

。

（

）

と
す
る
と
き
は

関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と

第
四
条
第
六
項
関
係

四

配
慮
規
定

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
小
笠
原
諸
島
に
お
け
る
農
林
水
産
業
の
振
興
、
医
療
の
充
実
、
地
域
間
交
流
の
促
進
及
び

人
材
の
育
成
に
つ
い
て
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
の
四
か
ら
第
十
三
条
の
七
ま
で
関
係
）

五

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
有
効
期
限
の
延
長

。

（
附
則
第
二
項
本
文
関
係
）

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
有
効
期
限
を
五
年
間
延
長
す
る
こ
と

第
三

そ
の
他
（
附
則
）

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
と
と
も
に
、
所
要
の
経
過
措
置
等
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。


